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独立行政法人国立大学財務・経営センターの年度計画（平成２２年度）

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号)第３１条の規定により、独立行政法

人国立大学財務・経営センター（以下「センター」という。）の中期計画に基づき、平成

２２年度の業務運営に関する計画（以下「年度計画」という。）を次のとおり定める。

Ⅰ 業務運営の効率化等に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 国の定めた法令等を遵守し、事業に対する国立大学法人、大学共同利用機関法人、

独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「国立大学法人等」という。）及び国民の

信頼を維持しつつ業務を実施するため、業務内容を精査し、必要に応じて組織の見

直しを行う。

また、法人の行う業務については、その役割との関係を踏まえた既存事業の徹底

した見直し等により、重点化、効率化を進める。

２ 業務内容の見直しを行い、アウトソーシング可能なものについては、外部委託を

推進するとともに、外部委託の契約内容も逐次見直し、より一層の効率化を図る。

３ 事務情報化を推進し、事務処理のより一層の効率化を図る。

４ 事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や

業務運営の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、

センターの財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報、セグメント

情報の公表の充実等を図ることとする。

５ 運営費交付金を充当して行う業務については、業務の質の向上を図りつつ、既存

事業の徹底した見直し、効率化を図る。このため、一般管理費（退職手当を除く。）

に関し、計画的な削減に努め、３％以上の削減目標を達成するほか、その他の事業

費（退職手当を除く。）について、１％以上の業務の効率化を図る。

また、大学共同利用施設の管理運営費等についても業務の効率化を図ることとし、

その具体的成果について、引き続き公表する。

６ 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、独立行政法人整理

合理化計画に基づき、随意契約の適正化等を推進する。

７ 「独立行政法人整理合理化計画」(平成１９年１２月２４日閣議決定)に基づく独

立行政法人大学評価・学位授与機構との統合については、「独立行政法人の抜本的な

見直しについて」（平成２１年１２月２５日閣議決定）において、当面凍結されてい

るが、必要に応じ適切な対応を行う。



- 2 -

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

１ 国立大学法人等の財産管理、財産処分及び財産の有効活用に関する協力・助言

効果的・効率的に施設費貸付事業及び施設費交付事業を実施する上で、国立大学

法人等が保有する多様な財産を有効活用することが重要であり、そのため、下記の

とおり、これらの事業に密接に関連する財産管理等に関する協力・助言事業を実施

する。

① 国立大学法人等の適切な財産管理等に資するため、各大学が抱える共通の課題

について、その処理実績を収集し、情報の提供を行う。

② 個別問題の解決のため、求めに応じ外部の専門家を活用した法律相談等を行い、

適正に処理できるよう協力する。

③ 国立大学法人等関係者を対象とする研究協議会を２回程度開催する等により、

協力・助言を行う。

２ 施設費貸付事業及び施設費交付事業

（１）施設費貸付事業

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人に対し、大学附

属病院の施設整備等に必要な資金として貸付けを行う。

② 貸付けに当たっては、国立大学法人の財務状況等を十分勘案し、償還確実性の

審査等を行う。

③ 貸付事業に必要となる財源として、長期借入れ及び債券発行により資金の調達

を行う。

その際、国立大学法人の財務及び経営の改善に資するよう、公募等による効率

的な資金の調達に努める。

④ 貸付事業に係る債権について、貸付先に払込通知書を発行するなど長期借入金

債務等の償還を確実に行う。

（２）施設費交付事業

① 文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人等に対し、施設

整備等に必要な資金として交付を行う。

② 施設費交付事業の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号）」に準じ、交付対象事業の適正な実施の確

保を図る。
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３ 高等教育に係る財政及び国立大学法人等の財務・経営に関する調査及び研究

国立大学法人等の健全かつ安定的な運営に資することを目的として、センターの

融資等の業務を有効かつ確実に実施するため、これまで蓄積してきた研究成果に

基づき、下記のとおり、これらの業務に密接に関連する調査及び研究を行う。

① 大学の財務及び経営に関する国内外の事例等を参考にしつつ、マネージメント

・システムとその運用について、調査研究を進める。

特に、平成１９年度から開始した法人化後の基盤的な教育研究経費水準と授業

料収入のあり方に関するプロジェクト研究を継続し、国内における歴史的研究お

よび実証的研究、海外との比較研究をさらに進める。今年度は関連文献・資料・

データの収集を継続するとともに、４年間の成果のとりまとめを行う。また、国

立大学の組織・運営や財務管理等について、学長らを対象に実施したアンケート

調査結果の詳細分析をとりまとめ、その最終報告を行う。

② 国立大学附属病院の経営状況を把握するため、資料・データの収集、整理及び

分析などの調査研究を進める。

③ 高等教育財政に関連する内外の動向を踏まえた調査研究を進める。本年度は、

従来から進めてきた米国、英国の他、北欧系諸国の大学財政についても調査を行

い、大学の予算制度及びその配分について日本との比較研究を進める。

④ 各国立大学法人の財務及び経営に関する関係資料を収集し、平成２１年度の国

立大学法人の財務・経営に関する現状分析及び過去６年間の時系列比較分析を行

う。

⑤ ＯＥＣＤのＩＭＨＥ（高等教育機関マネージメント）事業に参加するとともに、

諸外国の高等教育財務及び経営に関する研究機関との国際交流を推進し、あわせ

て国内外の大学等の諸機関との研究協力を進める。

⑥ 上記調査研究の成果を公開し、関係者の参考に供するとともに、高等教育財政

・財務研究会を５回程度、シンポジウムを１回、講演会を２回程度開催し、また、

研究紀要を1回、研究報告などを随時刊行する。

４ 財務・経営に関する情報提供等

国立大学法人等の健全かつ安定的な運営に資することを目的として、センターの

融資等の業務を有効かつ確実に実施するため、下記のとおり、これらの業務に密接

に関連する財務・経営の改善に資するための支援事業を実施する。

（１）国立大学法人等の財務及び経営の改善に資するための情報提供

① 財務・経営に関する調査研究で得られた成果を随時国立大学法人等に提供する。

② 国立大学法人等の財務及び経営の改善に資するための参考資料として、財務・

経営に関する基本的知識の解説、参考事例、基本資料等からなるガイドブックに
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ついて、必要に応じて改善を図る。

③ マネージメントに関する情報の提供・交流のための説明会・シンポジウム・講

演会などを１回程度開催する。

（２）財務・経営の改善に関する協力・助言

国立大学法人等の財務・経営の改善について、各大学が抱える共通課題について、

その処理実績を収集し、情報の提供を行うとともに、個別問題の解決のため、求め

に応じ、経営コンサルタント等の民間実務者による経営相談など、協力や専門的・

技術的助言を行う。

（３）大学共同利用施設の管理運営

① 大学等の教育、研究、社会貢献等に関する諸活動の利用に供するために大学共

同利用施設の管理運営を行う。

施設の有効利用の観点から、広報活動を積極的に実施することにより、学術・

研究機関等の利用を一層促進する。

施設利用促進のため、次のサービスの向上等を図る。

ア）会議室等に係る案内書等の作成・送付による広報活動の充実

イ）ホームページを活用した会議室の利用に係る情報提供サービスの充実

ウ）求めに応じた施設利用に伴う会場設営等のサービスの提供

エ）業務の外部委託の促進

② 施設の設置目的を考慮しつつ、６割程度の稼働率の達成を目指し、有効利用が

図られるようにする。

③ 利用者のアンケート調査について、回収率の向上にも留意しつつ、利用者のう

ち満足している者の割合が、平成１６年度から平成１９年度における実績の平均

以上となるよう、各種サービスの質的向上に努める。

④ キャンパス・イノベーションセンターの管理・運営業務の廃止に伴い、当該施

設の売却や他機関等への移管までの間、経過措置として、キャンパス・イノベー

ションセンターの施設の全部又は一部を所有し、管理・運営を行う機関へ必要な

貸付けを行う。

（４）国立大学法人財務・経営情報提供システムの運用

国立大学法人財務・経営情報提供システムについては、国立大学法人等への供用

を行う。また、国立大学法人等の協力を得て、これに必要なデータを追加するとと

もに、必要に応じて改善を図る。
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５ 国から承継した財産等の処理

（１）旧特定学校財産の管理処分

国から承継した旧特定学校財産について、施設費交付事業等の財源に充てるため、

次のとおり対応し、その処分促進に努める。

① 広島大学本部地区跡地

地元自治体との協議を進め、可能な限り早期に処分できるよう、その促進に努

める。なお、地元自治体による具体的な処分が見込まれない場合は、速やかに一

般競争により処分を行う。

② 東京大学生産技術研究所跡地

独立行政法人国立美術館に対し国立新美術館用地として、予算に応じて分割し

て売却する。

なお、未売却部分については国立新美術館用地として、貸付を継続する。

（２）承継債務償還

国から承継した旧国立学校特別会計の財政融資資金からの債務について、関係す

る４３国立大学法人から納付される金銭を確実に徴収し、承継債務（旧国立学校特

別会計法に基づく国立学校特別会計の財政融資資金からの負債）の償還及び当該債

務に係る利子の支払いを確実に行う。

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 平成２２年度に係る予算 別紙１のとおり

２ 平成２２年度に係る収支計画 別紙２のとおり

３ 平成２２年度に係る資金計画 別紙３のとおり

４ 自己収入の確保

大学共同利用施設について適正な利用料の徴収を行うとともに、利用率の向上に

努める。

５ 人件費の削減

平成２２年度の常勤役職員に係る人件費については、中期計画を達成するため、

平成１７年度に比べて５％以上を削減する。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた
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給与改定分については、削減対象から除く。なお、人件費の範囲は、報酬（給与）、

賞与、その他の手当であり、退職金、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）

は含まない。その際、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について、

必要な見直しを行う。

なお、職員の給与水準については、独立行政法人整理合理化計画に基づいた給与

改革を進める。

Ⅳ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

１０１億円とする。

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れの遅延、承継債務償還及び施設費貸付事業に係る関係国立大

学法人の債務償還遅延（この場合の借換えは行わない。）等が生じた場合に対応するた

め。

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

予定なし。

Ⅵ 剰余金の使途

１ 調査研究の充実

２ 情報提供の充実

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

（１）方針

① 限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、業務量の変動

に応じた柔軟な組織体制を構築するとともに、人事交流により質の高い人材の確

保を図り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。

② 専門的研修事業等の活用により、職員の専門性を高めるとともに、意識向上を

図る。
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（２）人員に係る指標

常勤職員数については、抑制を図る。

（参考１）

平成２２年度の常勤職員数 ２６人

（参考２）

平成２２年度の人件費総額見込み ２３４百万円

ただし、上記の額は、常勤役員及び常勤職員に対する報酬（給与）、賞与、そ

の他の手当であり、退職金、福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）は含

まない。
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（別紙１）
平成２２年度 予 算

（一般勘定） （単位：百万円）

収 入
運営費交付金 ４５５
産学協力事業収入 １１４
雑収入 ２

計 ５７１

支 出
業務経費 ２６４

センター事業費(退職手当を除く) ２６１
うち 人件費(退職手当を除く) １７０

物件費 ９１
退職手当 ３

一般管理費 １９４
一般管理費(退職手当を除く) １９４

うち 人件費（退職手当を除く） ９３
物件費 １０１

退職手当 －
産学協力事業費 １１４

計 ５７１

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（施設整備勘定） （単位：百万円）

収 入
長期借入金等 ５３，４００
長期貸付金等回収金 ７７，１７７
長期貸付金等受取利息 ２０，３９８
財産処分収入 ５，６００
財産賃貸収入 ５３４
財産処分収入納付金 ７８

計 １５７，１８７

支 出
施設費貸付事業費 ５０，９２０
施設費交付事業費 ７，４９４
長期借入金等償還 ７９，６８９
長期借入金等支払利息 ２０，０３９
公租公課等 １０６
債券発行諸費 １４
債券利息 ３４３

計 １５８，６０６

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。



- 9 -

（総括表） （単位：百万円）

収 入

運営費交付金 ４５５

産学協力事業収入 １１４

長期借入金等 ５３，４００

長期貸付金等回収金 ７７，１７７

長期貸付金等受取利息 ２０，３９８

財産処分収入 ５，６００

財産賃貸収入 ５３４

財産処分収入納付金 ７８

雑収入 ２

計 １５７，７５８

支 出

業務経費 ２６４

センター事業費(退職手当を除く) ２６１

うち 人件費(退職手当を除く) １７０

物件費 ９１

退職手当 ３

一般管理費 １９４

一般管理費(退職手当を除く) １９４

うち 人件費(退職手当を除く) ９３

物件費 １０１

退職手当 －

産学協力事業費 １１４

施設費貸付事業費 ５０，９２０

施設費交付事業費 ７，４９４

長期借入金等償還 ７９，６８９

長期借入金等支払利息 ２０，０３９

公租公課等 １０６

債券発行諸費 １４

債券利息 ３４３

計 １５９，１７６

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（別紙２）
平成２２年度 収支計画

（一般勘定） （単位：百万円）

費用の部
経常費用 ６８０

業務費 ３７８
センター事業費 ２６４
産学協力事業費 １１４

一般管理費 １９４
減価償却費 １０７

収益の部
運営費交付金収益 ４５６
共同利用施設貸付料収入 １１４
資産見返負債戻入 ９２
雑益 ２

純損失 １６
前中期目標期間繰越積立金取崩額 １６
総損失 １

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（施設整備勘定） （単位：百万円）

費用の部
経常費用 ２９，７６１

業務費 ２９，７４７
施設費交付事業費 ７，４９４
支払利息 ２０，２０８
処分用資産売却原価 １，９３９
その他の業務経費 １０６

財務費用 １４

収益の部
処分用資産賃貸収入 ５３４
処分用資産売却収入 ５，６００
施設費交付金収益 ７８
受取利息 ２０，２２３

純損失 ３，３２６
国立大学財務・経営センター法
第１５条積立金取崩額 ３，３２６
総利益 ０

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（総括表） （単位：百万円）

費用の部

経常費用 ３０，４４１

業務費 ３０，１２５

センター事業費 ２６４

産学協力事業費 １１４

施設費交付事業費 ７，４９４

支払利息 ２０，２０８

処分用資産売却原価 １，９３９

その他の業務経費 １０６

一般管理費 １９４

減価償却費 １０７

財務費用 １４

収益の部

運営費交付金収益 ４５６

共同利用施設貸付料収入 １１４

処分用資産賃貸収入 ５３４

処分用資産売却収入 ５，６００

施設費交付金収益 ７８

受取利息 ２０，２２３

資産見返負債戻入 ９２

雑益 ２

純損失 ３，３４２

前中期目標期間繰越積立金取崩額 １６

国立大学財務・経営センター法

第１５条積立金取崩額 ３，３２６

総損失 １

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（別紙３）

平成２２年度 資金計画

（一般勘定） （単位：百万円）

資金支出 ５７６

業務活動による支出 ５７６

資金収入 ５７１

業務活動による収入 ５７１

運営費交付金による収入 ４５５

産学協力事業による収入 １１４

その他の収入 ２

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

（施設整備勘定） （単位：百万円）

資金支出 １５８，５９２

業務活動による支出 ７８，９０３

財務活動による支出 ７９，６８９

資金収入 １５７，１７３

業務活動による収入 １０３，７８７

承継債務負担金債権の回収による

収入 ６１，４３５

承継債務負担金債権に係る利息の

受取額 １４，８６８

施設費貸付金の回収による収入 １５，７４２

施設費貸付金に係る利息の受取額 ５，５３０

処分用資産の売却による収入 ５，６００

処分用資産の貸付による収入 ５３４

施設費交付金の納付による収入 ７８

財務活動による収入 ５３，３８６

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（総括表） （単位：百万円）

資金支出 １５９，１６８

業務活動による支出 ７９，４７９

財務活動による支出 ７９，６８９

資金収入 １５７，７４４

業務活動による収入 １０４，３５８

運営費交付金による収入 ４５５

産学協力事業による収入 １１４

承継債務負担金債権の回収による

収入 ６１，４３５

承継債務負担金債権に係る利息の

受取額 １４，８６８

施設費貸付金の回収による収入 １５，７４２

施設費貸付金に係る利息の受取額 ５，５３０

処分用資産の売却による収入 ５，６００

処分用資産の貸付による収入 ５３４

施設費交付金の納付による収入 ７８

その他の収入 ２

財務活動による収入 ５３，３８６

※各欄積算と合計額の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。


